
争解決を得意分野とするなど、それぞれが異なる
強みを持っていました。

今回、ＴＸＬ法律事務所として経営を統合した
ことにより、大手法律事務所出身者、人事労務系
ブティック法律事務所出身者、裁判官出身者、海
外の法律事務所勤務経験者、インハウス弁護士経
験者、弁護士過疎地域の公設法律事務所勤務経験
者、弁理士登録している弁護士、預金保険機構勤
務経験者、銀行勤務経験者など、多種多様なバッ
クグラウンドを有する弁護士が１つのチームとな
り、知識およびノウハウの共有をし、法人設立か
ら上場、さらには事業再編や清算に至るまで、お
客様のライフステージのあらゆる状況において、
常に最良のリーガルサービスを提供することが可
能となりました。

企業法務分野における幅広い実績

当事務所の業務の８割から９割は企業法務であ
り、企業法務分野においては、幅広い実績があり
ます。

M＆Aの分野においては、取引金額が1000億

異なる大手事務所にルーツを持つ
2つの事務所が統合

ＴＸＬ法律事務所は、高井伸太郎弁護士（51期）
を代表とする高井＆パートナーズ法律事務所と、
大宮立弁護士（56期）を代表とするレックス法律
事務所が経営統合し、2024年７月にスタートした、
主に企業法務を取り扱う法律事務所です。

当事務所の共同代表である高井伸太郎弁護士は、
長島・大野・常松法律事務所で17年の研鑽を積
み（うち９年はパートナーとして業務に従事し）、
2016年に高井＆パートナーズ法律事務所を設立
しました。

同じく共同代表である大宮立弁護士は、森・濱
田松本法律事務所で９年の研鑽を積み、その後６
年間、企業法務を専門とする法律事務所で共同パー
トナーを務めた後、2018年にレックス法律事務
所を設立しました。

ＴＸＬの名前の由来

当事務所は、単に２つの事務所が一緒になる「足
し算」ではなく、それぞれの力を掛け合わせる「掛
け算」で相乗効果を高め、より良いサービスを提
供したいという気持ちを込めて、高井＆パートナー
ズ法律事務所の頭文字である「Ｔ」と、レックス法
律事務所の頭文字である「Ｌ」を掛け合わせる（Ｘ）
ことを示す「ＴＸＬ」（ティーエックスエル）を事
務所名としました。

統合により企業法務における
幅広い専門分野を網羅

経営統合前の両事務所は、ともに企業法務を取
り扱う点で共通していましたが、高井＆パートナー
ズ法律事務所はM＆Aやクロスボーダー取引を、
レックス法律事務所は事業再生や複雑な訴訟・紛

円を超えるような大型案件や上場会社のTOB案
件のようなものから中小企業の事業承継案件まで
幅広く対応しています。クロスボーダー取引にあ
たっては、海外企業との取引及びトラブルへの助
言に加えて、海外への新規進出又は撤退など海外
事業展開についても各国の法律事務所とのネット
ワークを生かして対応しています。

人事・労務の分野においては、各種規程の整備
から日常的に生じる労務問題、個別労使紛争への
対応など、企業が直面するあらゆる人事労務問題
に対応しています。

また、事業再生の分野においては、約20年前
から、金融機関だけを相手方とする債務整理であ
る「私的整理」における経験・実績を積み重ね、現
在では、関東近郊のみならず、北は北海道から南
は九州地方に至るまで、全国各地の中堅・中小企
業の事業再生に取り組んでいます。

ＴＸＬが目指す事務所の在り方
―Always On Your Side

（1）お客様にとってのAlways On Your Side
私たちは、新しい事務所の設立にあたり、事務

ＴＸＬ法 律 事 務 所

Always On Your Side
私たちは、お客様を含む全ての関係者の皆様に寄り添い、
長期的に信頼頂ける事務所の確立を目指しています。
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で、私たちの１日のスケジュールは、それぞれの
ライフステージによって様々です。また、生活や
趣味の場所も、お客様の拠点も、今やグローバル
に広がっています。

私たちは、「時間」の面でも「空間」の面でも、そ
れぞれのメンバーが最も効率よく能力を引き出せ
る環境を整備することを目指しています。

ペーパーレス化を進め、固定電話を廃止するこ
とにより、「オフィスに来なければ得られない情報」
をなるべく減らすこと（これはエコにも繋がりま
す）、お客様との会議にウェブ会議を積極的に導
入すること（これにより利用頻度の低い会議用ス
ペースを減らすことができます）など。いずれも
新型コロナウイルスの感染拡大により、世の中に
浸透してきた働き方ですが、私たちは新型コロナ
ウイルスの感染拡大以前から、このような取組み
を積極的に推進して来ました。

現在、当事務所は、旧高井＆パートナーズ法律
事務所があった「赤坂」と、旧レックス法律事務所
があった「紀尾井坂」の２カ所にオフィスを構えて
いますが、オフィスに行くことができない場合、
たとえば地方に在住していても、海外に在住して
いても、支障なく業務を遂行できる体制が構築で
きていると考えています。

このような取組みを進めることにより、全国各
地、さらには海外にいらっしゃるお客様に対して
も、ストレスなくパフォーマンスを発揮すること
ができるようになると思います。また、コストや
リスクを増やすことなく、世界中にいる有能な「人
財」にメンバーに加わってもらうこともできると
信じています。

統合後の取組について

当事務所は統合から１年が経過し、着実に統合
効果が発揮されるようになりました。

業務の面では、多くの大型事件で一緒に事件を
担当し、それぞれの強みを生かしながら業務を遂
行しており、お客様に対するアドバイスもより一
層充実したものになっていると実感しています。

また、統合直後から、新たにサマークラークを
開始し、多くの学生の皆様に事務所を認知して頂
けるよう努めるとともに、統合後初となる新規採

所が尊重すべき共通の価値観について議論を重ね、
「Always On Your Side」を事務所にキーワードと
することを決めました。

このキーワードは、まず第一に、お客様の様々
なライフステージにおいて、常に相談できる存在
であることを意味します。創業者が起業をする局
面、資金を調達する局面、成長し上場を目指す局
面において。また万が一、紛争に巻き込まれ、又
は、経営不振に陥った局面においてさえ、常にお
客様をサポートできるよう、あらゆる業務分野を
網羅し、お客様を支え続けられる体制作りを心掛
けています。

また、このキーワードは、お客様から見たとき
に、常に一定のパフォーマンスを維持し続けられ
る組織であることも意味します。弁護士の仕事は、
職人の仕事に例えられることも多く、ともすると、
個人の力量に依存しがちな職種と言えます。しか

し、技術・ノウハウの共有・伝承がなされず、個
人の力量に頼り続けてしまうと、いずれ組織は衰
退し、お客様に満足頂けるリーガルサービスを提
供することが出来なくなる恐れがあります。私た
ちは、常にお客様のそばで一定のパフォーマンス
を維持し続けられる存在になることを目指し、個々
人の技術・ノウハウの研鑽を続けるのみならず、
その共有・伝承にも努めたいと考えています。

そのためには、組織における人材の配置・バラ
ンスについても、慎重な配慮が必要であると考え
ています。世代間のバランスを考えたときに、「頭
でっかち」な組織では、技術・ノウハウの十分な
共有・伝承はできません。他方において、ピラミッ
ド型の構造も、教育が不十分となる恐れがあるの
みならず、常に事業規模を拡大し続けることが前
提となっている点で、法律事務所として健全とは
言えないと感じます。トラブルの解決が弁護士の

重要な仕事の１つだとすれば、ピ
ラミッド型で人員が増え続ける法
律事務所と言うのは、トラブルが
年々増加する世の中を前提として
いるように見えますが、そのよう
な世の中は、我々が望む未来では
ありません。

そう考えますと、お客様にとっ
てAlways On Your Sideと言える
事務所は、各世代に均等に弁護士
が配置されている、円柱型の組織
であると考えています。

（2）チームメンバーにとっての
　Always On Your Side
「Always On Your Side」のキー

ワードは、チームメンバーにとっ
ても妥当します。

法律事務所で最も重要な経営資
源は、言うまでもなく「人財」です。

私たちは、事務所で働く全ての
メンバーが、どのようなライフス
テージにおいても、働きやすいと
思える環境の整備を目指しています。

全ての時間を自分のために費や
すことができる人もいれば、家庭
や家族のための時間が必要な人ま

用を実施し、78期の新人弁護士をメンバーに迎
えることとなりました。2025年度も、規模を拡
大してサマークラークを実施し、多くの学生の皆
様から応募を頂くことが出来ました。

統合１周年の機会には、家族も招いて屋外でバー
ベキューを実施し、お互いの家族を交えた交流を
図りました。今後は、旅行なども企画できればと
考えています。

今後も、お客様の様々なライフステージにおい
て常に相談できる存在となれるよう、メンバー一
同日々研鑽を積んで参りたいと考えています。
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TXL法律事務所
弁護士数：13名（2025年12月末現在）
代表弁護士：高井伸太郎（第一東京弁護士会）、大宮 立（東
京弁護士会）

（赤坂オフィス（主たる事務所））
〒107-0052
東京都港区赤坂
二丁目23番1号
アークヒルズフロントタワー
RoP 9階

（紀尾井坂オフィス）
〒102-0083
東京都千代田区麹町4-3-29
VORT紀尾井坂6階

TEL：赤坂オフィス（主たる事務所）
	 03-4577-8686（代表）
	 紀尾井坂オフィス
	 03-6205-7315（代表）
URL：https://txl.jp

当事務所は、企業法務を中心とし、それぞれの取扱分野で豊富な
経験を持つ弁護士で構成されており、お互いに協力し合いながら、
お客様に対し最適な解決策を提案し、事務所全体として最高の
パフォーマンスを発揮できるよう、日々研鑽しています。
私たちは、人員の採用、教育を重視することはもちろん、各弁護士
が担当している案件に関する日常的な意見交換、案件の処理内
容やリサーチ結果を共有することなどを通じて、組織力を高め、組
織としての持続性を確保することによって、私たちを信頼して下さ
るお客様に対し、長期にわたり安定的に最良のサービスを提供し
続けることを目指しています。

お問い合わせ先
TEL：03-4577-8686（代表）赤坂オフィス（主たる事務所）
TEL：03-6205-7315（代表）紀尾井坂オフィス


